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令和６年度  

事 業 計 画 書 
 

【基本理念】 

  『完全参加と平等』を基本理念として、利用者が自立した生活を地域社会で営むこと 

 ができるよう支援することを基本とし、福祉サービスの質の向上を図り、地域福祉の推 

進に貢献します。 

 

【基本方針】 

利用者の人権の尊重を基本とし個々の尊厳を守り、安心・安全で健康に生活できる

よう個々に応じた質の高いサービスの提供に努めます。また、利用者の高齢化・障害

の重度化など、多様化する状況に対応が遅れないように、諸会議や利用者情報等資料

で障害特性、行動特徴を確認・理解し、適切な支援ができる人材の育成に継続して取

り組みます。 

地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村や保健、医療機関その他の

関係機関との密接な連携を図ります。併せて、関係機関と連携・協働し、地域福祉の

推進に努めます。 

また、5 類になった新型コロナウイルス感染症等の対応については、感染予防に努

めながら日常生活の充実にも努めていきます。 

   

事業重点項目 

 

Ⅰ 人権尊重と虐待防止の意識の徹底  

   利用者の人格と人権を尊重した支援サービスを推進するために、外部研修に積 

極的に参加する。さらに職場内研修を重ね、虐待等に対する意識を深める取り組 

みを強化します。各事業所の会議において虐待を議題として取り上げ、虐待等の 

芽が無いか確認していきます。また、定期的に虐待防止委員会を開催し、虐待防 

止の徹底を図るとともに定期的に人権侵害自己チェックと支援の振り返りチェ 

ックを実施し、管理者による面談を年に数回行い、指導していきます。身体拘束 

についても、利用者の人権を尊重したサービス提供する必要があることから、や 

むを得ず身体拘束を行う場合の 3 要素に係る共通認識に基づいて対応し、身体拘 

束検討委員会を開催し状況の把握や拘束解除に向けて検討します。  

 また、利用者満足調査や管理者による面談を実施し、利用者の意思や希望をく

み取り、利用者目線での支援を心がけます。 
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 Ⅱ 経営の安定と強化 

   継続して安定した経営を図ることが求められることから、関係市町村や相談支 

援事業所等と連携し施設利用が必要な方の受入れを進め、定員充足を目指すとと 

もに、短期入所や体験利用などを積極的に受け入れ利用者確保につなげます。 

 また、職員の経営に関する意識の醸成が重要であることから、施設の収支状況

を把握しコスト削減や見直しを適切な予算執行や経費の節減に取り組み、経営意

識の醸成に努めます。 

 

 Ⅲ 情報共有を徹底し、安心・安全なサービス提供 

    様々な障害のある方や高齢となった方など、多様化する利用者の状況に対応が 

遅れないように、諸会議等及び利用者情報等資料で障害特性、行動特性を把握・ 

確認し、理解をして支援を行います。身体介護や医療的ケアの必要性の高い利用 

者が増加しているため、各種研修会への参加により支援スキルの向上を図ります。 

      リスクマネジメントを基に、気づくポイントや支援方法について職員間で情報 

を共有し、適切な支援に努め、安心・安全な生活の提供を目指します。 

【事故防止と防災対策の徹底】 

 ヒヤリハットや事故報告等の事例検証を行い、事故防止に対する意識を高め、 

利用者が安心して生活できるよう努めます。また、火災・地震等の非常事態に備 

えた防災訓練等を BCP（業務継続計画）に基づき実施し、関係機関とも連携し、防 

災体制の強化に努めます。 

   

Ⅳ 利用者に魅力あるサービスの提供 

   令和 6 年度も引き続き施設入所・就労系事業・生活介護事業の活動内容や運営 

方法について発展的に検討し、実施します。特に就労系事業に関しては自主生産 

品の見直しを図り、生産体制の確立や工賃向上を目指します。 

 また施設入所に関しても昨年度から引き続き、居室の改造などを行い、利用者 

が快適に過ごせるように努めていきます。 

 令和 6 年度の報酬改定では利用者の意向の確認（施設入所者に対しての地域移 

行について等）や就労選択支援事業が設けられ、利用者の意向・意思確認がより 

重要視されるようになりました。利用者に積極的に当法人を利用してもらえるよ 

うに、サービスの充実に努め魅力的な場を作っていきます。 

 

 V 感染症予防対策の徹底強化 

    新型コロナウイルス等の感染症については、施設にウイルスを持ち込まないた 

め、日々の職員の健康管理の徹底を図ります。また、利用者の健康観察を行い、 

医療との連携を図り感染症対策を徹底します。 

    感染症に関する情報収集を怠らず、毎日の標準予防策を徹底します。感染症マ 
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ニュアルと施設で発生した場合のマニュアル、BCP（業務継続計画）の見直しを 

随時行い、備蓄物品の管理も含め、有事に備えます。利用者と職員への啓発は、 

平明さと実践しやすさに工夫をして継続し、ご家族や地域の福祉サービス事業所 

との情報共有にも努めます。標準予防策をしながら、利用者のＱＯＬを下げない 

よう、留意します。 

 

Ⅵ 働きがいのある職場づくり（ワークライフバランスへの配慮、メンタルヘルスケ 

アの推進） 

    職場全体で業務の見直しや効率化を図り、時間外労働の削減と労務管理の徹底 

に取り組みます。利用者への質の高いサービスを提供するために、職員のワーク 

ライフバランスの配慮や、メンタルヘルスケアの推進等により職員の健康の保持 

に努め、長期安心して勤務できるよう支援します。 

また、職員からの意見を積極的に取り入れ、モチベーション向上を図りながら、 

働きがいがあると思われるような職場づくりを目指します。 

    【職員の確保、人材の育成】 

    職員の適正数の確保に努めます。多様な人材の確保のために、福祉経験者に限 

らない積極的な職員確保を奨め、それと共に資格保有者の採用、資格取得支援制 

度による資格取得の奨励を行い、資格で得られた知識等を用いて職員はもとより 

利用者にとってもより負担が少なく、効率のよい支援ができるような体制を目指 

します。 

  

 Ⅶ 地域社会貢献活動への取組み 

法人の有するノウハウを活かし、地域の福祉ニーズに対応します。関係機関・

地域との連携により、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対する多

様な福祉サービスの提供を行います。 

 

Ⅷ 災害時における業務継続のための取り組み 

   令和 6 年度能登半島地震は南海トラフ地震の予兆とされ、今後 18 年以内に南

海トラフ地震が起きる可能性が高いとされています。それと併せて令和 6 年度か

ら BCP の策定が事業所ごとに必須となり、防災に関しての重要性が説かれていま

す。当法人でも BCP に関する研修を行い、その都度 BCP の内容を更新していき利

用者、職員の安全を守り事業を続けていけるよう努力します。 

【BCP（業務継続計画）】とは 

    ～地震や風水害等の自然災害、感染症のまん延など突発的な経営環境の変化な 

    ど不測の事態が発生しても、重要な事業を中断させない、又は中断しても可能 

な限り短い時間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画～ 
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事 業 計 画 

 

法人本部 

 

１ 会務の運営並びに連絡・協調 

 (1) ア 法人の円滑な運営と事業の推進を図るため、次の役員会を開催する。 

      理事会   ５月、１２月 ３月 ほか必要に応じて開催 

       イ 定時評議員会 ６月 ほか必要に応じて開催 

    ウ 監事監査 ５月 

    エ 評議員選任・解任委員会 必要に応じて開催 

 

２ 信頼される組織運営 

 (1) コンプライアンス（倫理観と規範意識）の徹底 

   ア 法令遵守と事業運営の透明性の向上 

イ 運営状況・情報の積極的な公表 

ウ 労務管理と対話の推進 

 

３ その他 

    1) 定款・規程等の管理 

    2) 職員人事と処遇監理（労務、給与、福利厚生、辞令等） 

    3) 財務会計等の運営・管理 

      (a) 会計事務（予算、決算、経理事務他） 

     (b) 財産の適正な管理（基本財産、固定資産、積立金他） 

     (c) 内部（経理）監査の実施 

     （d）経営情報の公表による透明性の確保に努める（全国経営協 HP） 

 

 ４ 関係機関・団体等との連絡・協調 

ア 行政との連絡・協調、鹿屋市社会福祉協議会等との連携 

   イ 関係諸団体、他福祉施設、関係機関との連絡・協調 

   ウ 県社協、県社会就労ｾﾝﾀｰ、県知障協、経営協、共同受注ｾﾝﾀｰとの連携 
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－各ｻｰﾋﾞｽ事業の事業計画－ 

「障害者支援施設 陵北荘」 

 

【取り巻く環境】 

  陵北荘の利用者４０名中半数以上が６０歳を超えてますます高齢化が進んでおり、さ

らに精神疾患の利用者も増えるなどして、多様な障がい特性に応じた専門的な対応と支

援が求められています。 

  利用者の安心・安全なサービス提供については、事故を未然に防ぐために、ヒヤリハッ 

トやインシデント・アクシデント事例を基に検討し、原因を明らかにする中で、その対策 

や工夫の取組みが必要となっています。 

  併せて、身元引受人の高齢化や世代交代が進んでおり、成年後見制度など利用者の権利 

擁護に引き続き努めていく必要が生じてきています。 

 
 

施設入所支援 

１ 事業目的 

   日中活動と併せて、夜間等における入浴、排せつ又は食事の介助、生活に関する相 

談・助言その他必要な日常生活上の支援を行う。利用者のニーズに沿った個別支援計 

画に基づき、利用者が健康で快適な生活を維持し、充実した生活が送れるように利用 

者の障害の程度や特性に配慮し、地域社会への適応性や社会生活力を高めることを目 

標として、あらゆる機会を通じての生活支援を行う。 

    

２ 事業目標 

   常時定員（４０人）を常に充足するよう努める。 

   ＊虐待の発生防止のため、虐待防止研修を随時行う。 

   ＊災害、感染症による BCP（業務継続計画）の整備と随時の見直し、備蓄品の管理。 

   ＊業務効率を向上させるため、介護ﾛﾎﾞｯﾄを活用する。 

   ＊老朽化している故障個所等の逐次改修や、利用者の身体状況に応じた居室の改造 

等を行う。 

 

３ 支援内容  

（１）相談・助言及び援助 

（２）心身の状況に応じた適切な介護及び支援 

（３）入浴又は清拭 

（４）トイレ誘導や排泄介助等 

（５）必要な日用品（オムツ等）の提供を行う。 

（６）夜間時において夜勤２名体制（男女１名ずつ）で対応。同性介助を旨とする。 

（７）食事の提供  

栄養士は、利用者の個別支援計画に基づき、看護師と連携して、栄養ケアマネジメ 

ントを行う。嗜好調査の実施・分析。食事への反映。 

 〔入所生活においては食事が楽しみの一つであるといっても過言ではありません。利 

用者の様々な意見を取り入れた「食事会」などを積極的に開催します。又、季節感を 

取り入れた「行事食」の提供を実施します。〕 

（８）健康管理 通院介助 

（９）火災、台風及び地震、また不審者対応に向けての防災・防犯訓練等の強化。 



6 

 

（10）余暇支援・社会参加支援⮕レクリエーション活動や地域の行事・文化活動等に参加し 

余暇活動を楽しむ機会を提供する。定期的に買い物の機会を設け、社会体験を提供する。 

 

 

生活介護 
１ 事業目的 

地域において安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な障害者に対して、 

入浴・食事・排せつ等の日常生活の支援サービスの提供を行い、創作的活動又は生産 

活動の機会等を提供し、利用者が安心してさらに楽しみをもって参加し、生きがいのあ 

る生活を送れるように支援する。 

利用者のニーズに沿った個別支援計画に基づき利用者の特性、能力等を勘案し、利用 

者個々に合わせて日中活動を支援する。 

 

２ 事業目標 

   一日平均利用者４４人(定員 44 人)を充足するよう努める。 

   利用者にとって魅力ある生活介護事業所となるよう革新を続け、よって利用者の確 

保と増員に繋げる。健康で明るい生きがいづくりを支援する。 

＊虐待の発生防止のため、虐待防止研修を随時行う。 

   ＊災害、感染症による BCP（業務継続計画）の整備と随時の見直し、備蓄品の管理。 

   ＊業務効率を向上させるため、また職員の介護負担を減らすために介護ﾛﾎﾞｯﾄを活用 

する。 

    

３ 支援内容 

（１）介護 

（２）食事の提供 

（３）健康管理 

（４）入浴又は清拭 

（５）相談及び援助 

（６）個別的なリハビリテーション 

（７）生産活動、軽スポーツ活動、レクリエーション活動、創作活動 

（８）メリハリのある“楽しみごと”を取り入れ、日中活動を活性化する。 

(９) 余暇支援・社会参加支援⮕レクリエーション活動や地域の行事・文化活動等に参加し 

余暇活動を楽しむ機会を提供する。定期的に買い物の機会を設け、社会体験を提供する。

⮕地域との連携、ボランティアとの交流 

（10）その他 

 

 

障害者短期入所事業 

１ 事業目的 

     居宅においてその介護を行う者の疾病やその他の理由により、障害者支援施設その他 

の施設へ短期間の入所を必要とする障害者等に対し、入浴、排せつ、食事提供等日常生 

活上の介助・支援を行う。 

新規の急な対応などを含め、地域のニーズの把握に努めてさらなる利用の促進を図り 

ます。 

 

２ 事業目標 
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   併設型２床で実施。延利用者数を月間１０人、年間延べ約１６０人を目指す。 

 

３ 支援内容 

（１）食事・入浴・排せつ等の介護、日常生活上の支援。 

（２）軽作業等の生産活動や創作活動の機会を提供。 

（３）身体能力、日常生活能力の維持・向上に努める。 

(４) 日常生活上必要なバイタルチェック、服薬の支援。 

 

 

就労継続支援Ｂ型事業 

 

～ 陵北荘・パン工房ぴーたーぱん 就労支援事業所ティンカー・ベル ～ 

 
１ 事業目的 

   就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢 

に達している者などにあって、就労の機会等を通じ、生産活動に係る知識及び能力の 

高まった利用者について，就労への移行に向けた支援を目的として必要な指導訓練を 

行い、一般就労に必要な知識や能力が高まった場合には、一般就労に向けて支援しま 

す。指導・支援については保護者・家族の方と連携を密にし、協力して行います。 

    

２ 事業目標 

新算定方式による平均工賃月額に応じた報酬体系（令和 6 年度の報酬改定⮕3 年間） 

に対応する。工賃向上計画を立て遂行し、年次的に工賃を増して、基本報酬単価を引き 

上げるよう努める。 

 

＊相談支援事業所「虹」や他の指定相談支援事業所との連携を密にして、さらなる増員    

  に努める。それには利用者にとって魅力ある「就労支援事業所」となることが求めら 

  れるので、あらゆる視点から検証を行い実施していく。 

登録している利用者の中で、利用者回数の少ない方の回数を増やすよう支援内容を 

  見直し、利用へと繋がるよう努めます。 

➣陵北荘 一日平均利用者１２人(定員１５人)を目指す。 

➣パン工房ぴーたーぱん 一日平均利用者１８人以上(定員２０人)を目指す。 

➣就労支援事業所ティンカー・ベル 一日平均１４名以上（定員２０人）を目指す。 

 

＜売上目標＞ 就労部門－売上増に向けて魅力ある製品作りと営業力強化に努める。 

➣陵北荘             年間  5,544,000 円  

➣パン工房ぴーたーぱん      年間 23,303,000 円 

➣就労支援事業所ティンカー・ベル 年間 23,003,000 円 

  

＊虐待の発生防止のため、虐待防止研修を随時行う。 

   ＊災害、感染症による BCP（業務継続計画）の整備と随時の見直し、備蓄品の管理。 

 

３ 支援内容 

（１）基礎的体力、理解力、作業能力等の向上のために必要な訓練を行う。 

（２）工賃の支払い。 

（３）持続力、集中力等の労働習慣と意欲の向上のために必要な訓練を行う。 

（４）職場における協調性の向上のための支援を行う。 
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（５）職場規律、社会規律の遵守のための支援を行う。 

（６）職場への定着、労働についての対応力が身につくよう指導・支援する。 

（７）肝属地区障害者基幹相談支援センター、おおすみ障がい者就業・生活支援センターと 

の連携 

（８）地域との連携に努める。 

（９）利用者が安心・安全で、働きやすい職場としての環境作りに努める。 

（10）利用者にとって魅力ある職場づくり（一体感を生み出す季節ごとの行事の開催や“楽 

しみごと”等の支援）、事業所ごとの企業見学など…。 

（11）火災、台風及び地震、また不審者対応に向けての防災・防犯訓練等の実施。 

（12）健康管理 

（13）工賃の向上（魅力ある製品の開発と販売によって収益を上げ、工賃向上に努める。） 

（14）陵北荘 各種バザーへの積極的参加。 

   パン工房ぴーたーぱん、ティンカー・ベルの店舗への集客・売上増のためのセール 

等を展開する。「ぴーたーぱん」誕生祭（年１回）、「ティンカー・ベル記念ﾊﾞｻﾞｰ」（年 

１回）や各種バザーへの参加 

（15）物価高に対応（適正価格）する。製品及び製品価格の検証、販売方法や販路等の見直 

し。陵北荘においては安定した利益性の高い委託事業の維持と新たな事業者の確保に 

努める。 

（16）展示場、作業棟の活用 

（17）障害者優先調達推進法の活用 

（18）作業部門の充実 

（19）一般就労を目指す利用者への支援、施設外支援の実施 

 

 

特定指定相談支援事業所「虹」 
 

１ 事業目的 

   特定相談支援事業所「虹」は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むこと 

  ができるよう、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選 

択に基づき適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスが、多様な事業所 

等から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 

  さらに障害児相談事業においても障害児及びその保護者に対し、適切な相談・援助を 

行います。 

事業実施にあたっては、利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定 

  の障害福祉サービス事業を行うものに不当に偏ることのないよう公正中立に行う。  

また、市町行政や肝属地区障害者基幹相談支援センター（陵北荘から相談支援専門 

員１名を出向）及び他の特定相談支援事業所等との連携を密にして利用者支援に努め 

ます。 

   感染症の蔓延などにより利用者宅等への訪問が困難な状況にある場合の対応➡在宅 

ワークの在り方の検討 

 

２ 事業目標 

   年間 （者）計画相談支援 330 件、継続サービス利用支援 720 件 

（児）計画相談支援 190 件、継続サービス利用支援 260 件 

 

３ 支援内容 

（１）「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」及び「児童福祉法 

に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」に定める内容を遵 
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守して、特定指定相談支援事業の業務を適切に実施する。 

①計画相談支援の提供 

   ②サービス等利用計画案の作成等 

   ③モニタリングの実施（報告書の作成等） 

   ④利用者からの相談・苦情処理に関する業務 

   ⑤人権の擁護、虐待防止等のために必要な措置 

   ⑥利用者が自立した日常生活又は、社会生活を営むことが出来るよう、利用者の意思 

決定の支援に配慮を行う 

   ⑦サービス担当者会議においては本人の心身の状況等によりやむを得ない場合を除 

き、障害者本人の参加を原則とし、会議において本人の意向等を確認することとす 

る 

 

 

共同生活援助事業 

 

～ 舞ハウス風 ～   －外部ｻｰﾋﾞｽ利用型－ 
 

１ 事業目的 

  利用者が地域において、共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができる 

よう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、共同生活居 

住において相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行う。 

 

２ 事業目標 

常時定員（７人）を充足・維持するよう努める。 

＊虐待の発生防止のため、虐待防止研修を随時行う。 

  ＊災害、感染症による BCP（業務継続計画）の整備と随時の見直し、備蓄品の管理。 

 

３ 支援内容 

（１）利用者に対する相談及び援助 

（２）利用者と共同で行う調理、洗濯及び掃除等の家事 

（３）健康管理・金銭管理の援助 

（４）余暇活動の支援 

（５）緊急時の対応 

（６）職場等との連携 

（７）財産管理等の日常生活 

 

 

～ 舞ハウス（そよ風）（ゆめ） ～  －介護サービス包括型－ 
 

１ 事業目的 

  利用者が地域において、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、共 

同生活を行う住居を提供し、心身の状況に応じて、相談、入浴、排せつ及び食事の介護、 

その他の援助を行う。 

 

２ 事業目標 

常時定員（１４人）を充足・維持するよう努める。 

ショートステイの受入の促進⮕体験利用など積極的に進め利用者確保に努める。 
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＊虐待の発生防止のため、虐待防止研修を随時行う。 

  ＊災害、感染症による BCP（業務継続計画）の整備と随時の見直し、備蓄品の管理。 

 

３ 支援内容 

（１）共同生活援助計画の作成 

（２）利用者に対する相談 

（３）食事の提供 

（４）健康管理・金銭管理の援助 

（５）余暇活動の支援 

（６）緊急時の対応 

（７）日中活動の場等との連絡・調整 

（８）財産管理等の日常生活に必要な援助 

（９）夜間における支援 

（10）体験利用における支援 

（11）ショートステイ（２床）の運営 

居宅においてその介護を行う者の疾病やその他の理由により、短期間の入所を必要 

  とする障害者等に対して、入浴、排せつ及び食事の介護その他の支援を行う。 

（12）前各号に掲げる便宜に付帯する便宜 

   その他心身の状況に応じた必要な介護、支援、家事、相談、助言 

 

 


